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◎　模様替の内容

◎添付書類

※手摺の設置など、室内に造作物を設置する場合は、施工図面を一緒にご提出ください。

　　上記の件は、次の条件を付して許可する。

　　　一般財団法人神戸住環境整備公社

【許可条件】

　①模様替にかかる費用及び模様替後、模様替箇所の修繕費用（※）はすべて入居者が負担すること

　　 ※例:食器洗い機・温水洗浄便座のための分岐水栓取付後の修繕費用等

　③退去時に模様替え箇所の買取請求をしないこと

　④模様替えに起因し、第三者または、公社の既存部分に損害を与えたときは、入居者にその責を

負うこと。

　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

理　事　⾧

　②退去時には原状回復を行うこと（原状回復が無い場合、撤去費用を負担する事）

公社賃貸住宅模様替申請書及び誓約書
　　　　　　　年　　　月　　　日

 (住宅名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号室）

　下記のとおり模様替を実施したいため申請します。

　　　　　年　　　月　　　日　許可

公社の許可条件を遵守することを誓約いたします。


